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平成２６年度 事業報告書 

 

 平成２６年度に公益財団法人川崎・横浜公害保健センターが実施した事業の概要

は、次のとおりである。 

 

Ⅰ 法人の概要 

１ 設立年月日  

   昭和５２年２月１０日（設立許可） 

昭和５２年２月１９日（財団法人設立登記 ） 

   昭和５２年１１月２６日（診療所開設 ） 

   平成２４年１月２０日（公益財団法人への移行認定） 

   平成２４年２月１日（移行登記完了） 

 

２ 目的（定款第３条） 

 センターは、川崎市長及び横浜市長が認定した公害健康被害者（以下「被認定者」

という。）の健康の回復及び福祉の向上を図るとともに、川崎及び横浜両市民の大気

汚染に係る健康被害の予防に寄与することを目的とする｡ 

 

３ 事業内容（定款第４条） 

（１）大気汚染に係る閉塞性呼吸器疾患についての検査、検診に関すること。 

（２）被認定者の保健福祉に関すること。 

（３）被認定者の療養に係る資料の収集及び管理に関すること。 

（４）被認定者の応急医療に関すること。 

（５）大気汚染に係る健康被害の予防に関すること。 

（６）その他目的を達成するために必要な事業 

 

４ 主たる事務所（平成２７年３月３１日現在） 

 川崎市川崎区日進町２３番地 

 

５ 評議員等に関する事項（平成 2７年３月３１日現在） 

 (1) 評議員（８名） 

       髙 橋   章、古 谷 正 博、山 本   仁 

       井 野 久 明、金 子   猛、木 村 千 穂 

飯 島 宣 之、西 迫 一 郎 
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(2) 理事（５名）・監事（1名）  

    理 事 長   木 村 美根雄 

    副理事長   佐 藤 忠 昭 

    常務理事   遠 藤   実 

    理  事   田 崎   薫、田 中   靖 

    監  事   小 林   貢 

 

Ⅱ 事業の概要 

 平成 2６年度は、定款の目的に基づき、川崎市及び横浜市の被認定者の健康の回

復及び福祉の向上を図るとともに、川崎市民の大気汚染に係る健康被害の予防に寄

与することを目的として、平成 2５年度に引き続き次により事業を行った。 

(１) 検査・検診事業については、 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく障

害程度の見直し及び認定更新に伴う医学的検査を行った。 

(２) 被認定者の健康の回復及び福祉の向上を図ることを目的とする保健福祉事業と

して、今年度は呼吸機能訓練教室を開催した。 

(３)  大気汚染に係る健康被害の予防に寄与することを目的とする健康被害の予防事

業として、呼吸器健康相談事業、アレルギー相談血液抗体検査事業及びぜん息児

水泳教室事前検診事業を行った。 

(４) 公害関連資料コーナー開設事業については、引き続き資料の整理を行っており

ます。 

(５) 機関紙発行事業については、内容の検討等発行に向けて努めております。 

(６) 当センター改修工事として、アスベストの除去工事を行った。 
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事業報告書の附属明細書 

 

Ⅰ 事業の実施状況 

１ 検査・検診事業 

 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく障害程度の見直し及び認定更新に

伴う医学的検査を次のとおり行った。 

 検査結果に基づき、「医学的検査結果報告書」を作成し、川崎・横浜両市に提出し

た。 

川 崎 市 横 浜 市 合 計 

見 直 し      ８９０ 見 直 し    １１８    １,００８ 

更 新     １０２ 更 新     ６０     １６２ 

更 新 見 直 し     ３００ ―    ―     ３００ 

計   １,２９２ 計    １７８    １,４７０ 

               

２ 保健福祉事業 

 公害病被認定者を対象として、各分野の専門家により、日常生活における療養の仕

方、呼吸指導等の訓練を実施することにより、健康の回復・保持及び増進を図ることを

目的として、次のとおり呼吸機能訓練教室を行った。 

 (1) 呼吸機能訓練教室の開催（川崎市委託分） 

 

開 催 回 数 １２ 

参 加 人 員 １１４ 

 （２） 主な教室内容 

   呼吸器疾患に関する講話、呼吸筋のストレッチ体操、腹式呼吸のための音楽療  

法、気功療法、ゲートゴルフ等 

    

３ 健康被害の予防事業 

 広く川崎市民の大気汚染に係わる健康被害の予防に寄与するため、次の事業を行

った。 

（１） 呼吸器健康相談（川崎市委託分） 

  市民を対象に気管支ぜん息、ぜん息性肺疾患、慢性気管支炎及び肺気腫に関す

る相談及び指導を行うことにより、当該疾患の予防及び当該疾患に係る患者の健康の

回復、保持・増進を図ることを目的として、次のとおり呼吸器健康相談を実施した。 

開 催 回 数     ９ 

受 検 者 数    ３３ 

  この内２回は、中・北部地域市民の利便性の向上を図るため、中原休日急患診療

所及び多摩休日急患診療所で実施し、合わせて１０名の参加があった。 

  参加者へは、開催のつど相談事業に関しアンケート調査を実施したが、その結果

によると、全員が「相談を受けてよかった」と回答していた。 
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（２） アレルギー相談血液抗体検査（川崎市委託分） 

  川崎市が実施した各区の乳幼児健康診査で抽出されたアレルギー素因保有者の

内、アレルギー相談を受診し、医師の判断により血液抗体検査が必要とされた児（４歳

未満の乳幼児）の採血を行い、分析結果を川崎市に報告した。 

 検査件数は次のとおりであった。 

検 査 件 数     ５９ 

 

（３） ぜん息児水泳教室事前検診（川崎市委託分） 

  川崎市が実施するぜん息児水泳教室に参加する予定のぜん息児への事前検診

業務及び水泳教室開催中のピークフロー介助を行った。 

  事前検診開催回数と受検者数は次のとおりであった。 

開 催 回 数            ３ 

受 検 者 数    １２０ 

  この内、１回はセンター内で実施し、２回はセンター外（多摩市民館、中原歯科保

健センター）で実施した。 

 

（４） 資料の収集管理 

   川崎市の被認定者の療養に係わる資料を管理している。 

 

Ⅱ 会議の実施状況 

１ 評議員会 

会議名 日  程 議   案  ・  報  告 

第 6回 平成２6年 

6月 18日

（水） 

議案 

(1)  平成 25年度事業報告及び決算について 

(2)  評議員及び理事の選任等について 

報告 

(1)  平成２６年度事業計画及び収支予算について 

 

２ 理事会 

会議名 日  程 議            題 

第 11回 平成２6年 

6月 16日

（月） 

議案 

(1) 平成 25年度事業報告及び決算について 

(2) 第 6回評議員会の開催について 

第 12回 平成 26年 

11月 5日 

（水） 

議案 

(1)  平成 26年度 4-9月期事業報告について 

第 13回 平成 27年 

3月 18日 

（水） 

議案 

(1)  平成 26年度補正予算について 

(2)  平成 27年度資金調達及び設備投資について 

(3)  平成 27年度事業計画及び収支予算について 
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